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検証①

景観政策の
実施状況

検証②

景観政策による
建築活動等への

影響

検証③

景観政策による
市民意識への

影響

⚫ 景観政策により，町並みや建造物の様子や変化に
ついて把握します。

⚫ 景観政策の各施策について，申請件数の推移などを
含めて，その実施状況を把握し，分析します。

⚫ 景観に関係する市の取組なども紹介します。

⚫ 景観政策の実施によって，土地の価格や住宅の着工
の動向などにどのような影響・効果を与えているのかを
把握し，分析します。

⚫ 景観に関係する事業者の取組なども紹介します。

⚫ 景観政策の実施によって，景観に対する市民の意識が
どのように変化しているのかを把握し，分析します。

⚫ 市民が良好な景観づくりに向けてどのように取り組ん
でいるのかを紹介します。

⚫ 景観政策の実施によって，土地の価格や住宅の着工
の動向などにどのような影響を与えているのかを把握
し，分析します。

⚫ 景観に関係する事業者の取組なども紹介します。

検証②

景観政策による
建築活動等への

影響
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1．土地の価格の動向 

景観政策による土地の価格への影響について、地価公示の推移を他都市比較するとともに、市内

における規制内容の違いによる土地価格への影響を比較します。 

（１）他都市との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度の公示価格を基準として、関西主要３都市の住宅地平均価格の動向をみると、平成

２０年度以降、下落傾向にありましたが、平成２４年度を底として、上昇傾向に転じています。大き

な傾向は同じですが、平成３０年度から令和６年度まで、京都市の上昇の幅は大きくなっています。

地価公示（住宅地平均価格）の推移 

地価公示（住宅地平均価格 平成 17 年度を 100 とした指数）の推移 

図表 3-0-1-1 

住宅地平均価格の推移は、大阪市・神戸市に比べ、上昇の幅が大きくなっている。 

（資料）地価公示 

 
※地価公示は 1 月 1 日時点での価格である。上記グラフの横軸は年度表記であり，例えば「H17」は「平成 18 年１

月１日の地価公示」の価格を表している（以下同じ） 

（以下同じ） 

図表 3-0-1-2 

新景観政策 

（H19.9～） 

（資料）地価公示 
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図表３－１－４から、平成１７年度の公示価格を基準として、関西主要３都市の商業地最高価格

の動向をみると、平成１９年度以降、３都市とも下落傾向にありましたが、平成２３・２４年度を底

にオフィス需要の高まりやインバウンド客の増加に伴いホテルや商業施設の需要の高まりにより上

昇しています。令和２年のコロナウイルス感染症の影響を受けて、土地需要の低下、不動産取引の停

滞により下落しましたが、京都市は大阪市・神戸市に比べて減少幅は小さくなっています。令和３年

度以降は各都市とも上昇に転じており、都市によって変動の幅に違いがみられますが、大きな傾向

は同じです。 

 

地価公示（商業地最高価格 平成 17 年度を 100 とした指数）の推移 

地価公示（商業地最高価格）の推移 

商業地最高価格の推移は、コロナ禍を経ても大阪市・神戸市に比べ減少幅は小さい。 

図表 3-0-1-3 

（資料）地価公示 

 
図表 3-0-1-4 

（資料）地価公示 
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（２）高さ規制による地価の動向 

高度地区の規制が土地の価格に与える影響を見るために、高度地区の規制を強化した地点としな

かった地点における地価公示の平成１９年と令和７年の価格推移を見てみました。平成１９年と令

和７年の価格推移のデータでは、価格の推移は鉄道沿線であるかどうか、市街地中心部であるかど

うかに影響されていることがわかる一方、高さ規制の強化の有無による傾向の差はみられません。 

 

 

 

 

高さ制限と地価公示増減率の関係（平成 19 年から平成令和７年増減率） 図表 3-0-1-5 
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2．建物の価格の動向 

景観政策全般による建物の価格への影響を把握するために、取引価格や賃料データの推移につい

て他都市との動向を比較します。 

（１）中古マンションの不動産取引価格の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都心部における中古マンション（築後３～１０年を経た物件を抽出）の不動産平均取引価格（㎡単

価）は、令和５年から大阪市が最も高い水準となっていますが、令和４年までは、概ね関西主要３都

市の中で京都市の取引価格が最も高い水準でこれまで推移しており、現在も上昇しています。 

京都市内におけるマンション等の資産価値が比較的高く評価されていることや、都心部における

マンションの品薄感などが影響して、中古物件の価格が高い水準で推移しているとも考えられます。 

 

中古マンションの不動産取引価格の推移（㎡単価） 

 

 

図表 3-0-2-1 

京都市内都心部の中古マンションの平均取引価格（㎡単価）は、上昇傾向にある。 

（資料）「不動産の取引価格情報」（国土交通省 土地総合情報ライブラリー） 

※ 3 都市の都心部にある中古マンション（築後 3～10 年を経た物件を抽出）の取引価格（㎡単価）を平均

したもの。取引価格は，国土交通省が全取引を対象に行っているアンケート調査による。 
☆京都市：上京区，中京区，下京区，東山区の計 4 区 
☆大阪市：北区，福島区，中央区，西区，天王寺区，浪速区の計 6 区 

☆神戸市：東灘区，灘区，中央区，兵庫区の計 4 区 

※全取引件数に対するデータ取得率は，概ね 10％～20％程度である。 
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3．住宅着工の動向 

 

 

 

 

 

関西主要３都市における新設住宅着工戸数（総数）の動向をみると、各都市とも、平成１８年度か

ら平成２１年度までは景気の悪化や需要の減退、投資環境の悪化などにより減少傾向でした。平成

２１年度以降は、大阪市が平成３０年度まで上昇傾向が続く一方で、京都市は神戸市とともに、年度

によってばらつきがあるものの、概ね横ばいが続きましたが、令和６年度には京都市は大幅な上昇

が確認できます。 

住宅種別でみると、各都市とも、一戸建て・長屋建ての着工戸数は減少傾向であり、共同住宅につ

いては、平成２１年度以降、概ね横ばいが続いていましたが、令和６年度には、大幅に上昇していま

す。京都市の近年の傾向としては、大阪市よりは低く、神戸市よりは高い水準で推移していることが

分かります。

新設住宅着工戸数の推移（総数） 

 

新設住宅着工戸数の推移（一戸建て・長屋建て） 

 

新設住宅着工戸数の推移（共同住宅） 

 

京都市内の住宅着工戸数（総数）は、増加傾向。 

図表 3-0-3-1 

図表 3-0-3-2 

（資料）「住宅着工統計」 

 

図表 3-0-3-3 

（資料）「住宅着工統計」 

 

（資料）「住宅着工統計」 
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4．京都市人口の動向 

（１）京都市人口の推移 

京都市においても人口減少・少子高齢化が強まる傾向にあります。 

京プラン策定時（平成２２年度）は、平成２７年に１４３万８千人まで減少と予測（平成１７年

（１４７万５千人）比２．５％減）されていましたが、平成２７年９月時点で１４７万５千人（平成

１７年比２．５％増）でした。しかし、平成２８年以降減少を続けており、令和７年９月時点では  

１４３万３千人（平成１７年比２．８％減）となっています。 

 

 

（２）京都市人口の自然動態及び社会動態 

自然動態（死亡数と出生数の差）は、平成１７年から死亡数が出生数を超え（５２５人の減）、     

その後、減少数が拡大して令和７年には１０，１２５人の減となっています。 

社会動態（転入数と転出数の差）は、新景観政策を実施する前の平成１９年は２,８０４人の減で

したが、平成２３年から転入数が転出数を上回る状況（１, ６２３人の転入超過）に転じました。 

令和２年・３年は、コロナ禍による入国制限等の影響により、 留学生をはじめとする外国人の転

入者が大幅に減少することで、社会動態も減少しましたが、その後転入増加に転じ、令和７年には

５，８１９人の転入超過となっています。 

 

 

 

 

京都市人口の推移 

 

 

 

図表 3-0-4-1 

出典：『京都市統計ポータル（年齢別推計人口（時系列データ））』 

※1 各年 10 月１日現在の年齢別推計人口（平成 17，22，27 年は国勢調査結果） 

※2 成 28 年から令和元年の値は、令和 2 年国勢調査の人口等基本集計（確報値）の公表に伴う推計値に遡及修正済み 
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（３）京都市の人口の将来展望 

京プラン策定時（平成２２年度）、京都市の人口動向は、出生率等が現状のまま推移すると、   

２０３５（令和１７）年には１２８万人に減少するとされていました。 

京都市の人口に占める６５歳以上の割合は、２０２５（令和７）年に比べ、２０５０（令和３２）

年には約９ポイントの増加、１５歳未満の割合は約１ポイントの減少が見込まれ、少子高齢化の傾

向がますます強まる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口増減の推移（社会動態・自然動態） 

 

平成２２年度国勢調査をベースにし

た京都市の人口構成予測 

 

「はばたけ未来へ！京プラン」における 

京都市の推計人口 

 

図表 3-0-4-2 

出典：『京都市統計ポータル 人口異動 年計（前年 10 月～９月）』 

※1 前年 10 月～９月までの人口異動（京都市推計人口統計調査による住民基本台帳の異動数）を示す 

※2 社会動態については，区内及び市内他区の異動を含まない 

※3 その他の増減については，事実発生時期不明のため，社会動態増減に加算していない 

 

図表 3-0-4-3 図表 3-0-4-4 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 
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5．景観規制と人口の動向 

各種の景観規制と人口の動向の関係をみるために、高度地区、景観地区、建造物修景地区、風致地

区の指定状況と平成１７年から令和７年の人口の推移を比較しました。 

（１）行政区における人口の動向 

人口は中京区、下京区、南区で微増しており、その他の地域については減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口分布と増減率の関係 

 

 

人口の推移 

 

図表 3-0-5-1 

図表 3-0-5-2 

(資料)平成 17 年国勢調査，京都市推計人口<令和 7 年 9 月 1 日現在> 

(資料)平成 17 年国勢調査，京都市推計人口<令和 7 年 9 月 1 日現在> 
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（２）高さ規制と人口の関係 

高さ規制の強化された田の字地区等においても人口の増加している地域も見られる等、高さ規制

の強化が人口の増減に影響を与える傾向は見られません。 

 

高さ規制と人口増減率の関係 

 

図表 3-0-5-3 

(資料)平成 17 年国勢調査，京都市推計人口<令和 7 年 9 月 1 日現在> 



第 3 章 検証② 景観政策による建築活動等への影響 

令和７年度京都市景観白書  137 

（３）景観地区・建造物修景地区指定状況と人口の関係 

景観地区・建造物修景地区に指定された地域においても人口の増加している地域も見られる等、

景観地区・建造物修景地区指定が人口の増減に影響を与える傾向は見られません。 

 

 

景観地区・建造物修景地区と人口増減率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-0-5-4 

(資料)平成 17 年国勢調査，京都市推計人口<令和 7 年 9 月 1 日現在> 
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（４）風致地区指定状況と人口の関係 

風致地区に指定された地域は郊外に分布しており、大半が市街化調整区域です。そのため、人口に

与える影響は小さいと考えられます。また、下図からも市街化区域内か市街化調整区域かに関わら

ず、風致地区の指定の有無による人口の推移はみられませんでした。 

 

 

風致地区と人口増減率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-0-5-5 

(資料)平成 17 年国勢調査，京都市推計人口<令和 7 年 9 月 1 日現在> 
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6．景観に関する事業者の取組 

（１）近年竣工した事業者の建物

近年竣工した事業者の建物 

沿道型美観形成地区 幹線地区のオフィスビル 

旧市街地型美観地区の商業施設 

歴史遺産型美観地区 一般地区の宿泊施設 

風致地区第３種地域の宿泊施設 旧市街地型美観地区の宿泊施設 

図表 3-0-6-1 

Photo：笹倉洋平 
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（２）京町家作事組の取組 

京町家作事組は 1999年に設立された、伝統構法で京町家の改修・修繕に携わる設計者・施工者が集

まる技術者団体です。京町家の改修に関わる「技術の継承」と「若手の育成」をモットーに、これま

で約 300 軒の改修を手がけてきました。便宜的なリベーションで貴重な資産価値を失うことなく、

伝統構法で改修することで一つ一つの町家を守り続けるお手伝いをされています。以下、主な取り

組みです。 

・伝統構法による京町家の改修 

改修後の用途は居住用が 7割、事業用が 3割程度で、改修内容は、生活の質を上げる水回りの改修

相談、町家の傾きを直す等の構造改修、外観の復元の相談を多く受けています。改修後も、何かあれ

ば気軽に相談していただけるお出入りの関係をつくるため、1年検査・３年確認の機会を設けていま

す。 

・京町家の建築文化を体感していただき継承につなげるため、改修現場見学会や体験イベントなど

の開催 

・京町家の技術的研究や文化的研究に携わる研究者・大学との共働 

ア  京町家の改修工事 

 

 

伏見 O 邸 居住用 2022 年竣工 

外観の改修 

（前） （後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

トオリニワの改修 厨子２階の改修 

（前） （後） （前） （後） 

    

 

 

 

  

京町家の改修工事 

明治期の伏見の町家である。下屋の葺き替え、樋の塩ビを銅樋に、外壁の塗り替え、アルミ建具の木製化、ベンガラ塗によって、築造時の

外観に再生した。内装では、トオリニワに増設された部屋の撤去、2 階の厨子と木置(きおき)を居室化、水回り棟の改修を行った。 

図表 3-0-6-2 
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中京区 P 邸 事業用 2022 年竣工 

外観の改修 水回り棟 

   （前） （後） 

 

 

 

 

 

  （前）   （後） 

 

改修後トオリニワ 改修後２階小屋組み 伏見の町家より移設されたオクドさん 改修後２階厨子 

        

 

 

 

 

 

東山区 A 邸 事業用 2024 年竣工 

外観の改修 倉庫部分改修 

    （前） （後） （前） （後） 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街に位置する幕末ごろに建てられた中京の町家で、長らく看板建築となっていた。延べ石基礎の新設、柱脚の根継ぎ、建物の

傾きや沈下の補正、切られていた通し柱の復旧や母屋(もや)の継手下の束(つか)新設等の構造改修を行った。ミセノマにオクドさんを

移設し、虫籠窓や出格子のあるオリジナルの外観に復元した。 

改変されている建物の柱や桁等の痕跡をたどり復元することと、近隣の同時期に普請された町家を手本に各部材の寸法や修まり等を

調整することで、できる限り築造時の姿に近づけ、通りや地域に違和感のない姿を目指した。 

白川沿いに位置した明治後期築造の三棟の建物群。疎水を引き込んだ水車小屋と共に精米所や所有者の居宅として利用されてい

た。空き家となった建物群を新たな借家人に引き継ぐため、躯体および外装の維持更新を行った。建物の構法的価値を尊重しながら

時代に合わせた用途に適合させ、所有者と利用者双方の協働で維持保全された。 

川沿いの倉庫は梁ま

でシロアリの被害が上

がっていたが、台持ち

継ぎという伝統構法で

梁を継ぎ替えた。 

借家の内部の工事中の

様子。基礎部分の延べ

石や柱を入れ替え、土

壁も竹小舞から編みな

おして修復している。 
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上京区 F 邸 居住用 2025 年竣工 

外観の改修 トオリニワの改修 

     （前） （後）      （前） （後） 

    

１階オクノマの改修 オクノマの屋根 

 （前） （後） 改修前 
屋根を復旧したことでオクノマに 

吹き抜けの空間ができた 

        

 

 

 

 

伏見区 I 邸 居住用 2026 年竣工 

外観の改修 駒寄の改修 

  （前） （後） 

 

 

 

 

 

   改修前 古い金具を生かして新設 

 

栓の止め方も当初の技法で再現した 改修前の格子戸 ベンガラ塗を施した新設格子戸 バッタリ床几を復元 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路地奥の三連棟真ん中の二階建ての長屋で、建物中心より手前３間(けん)が居住部分、奥３間(けん)が作業場という間取りの織屋建て

の明治の京町家である。オモテはアルミサッシを取り外し、木製建具とベンガラ格子を新設し、築造時の町家の外観を取り戻している。改修前

は地獄の谷がある屋根が 2 棟ある状態であったが、両流れの切妻屋根に復元した。結果、奥の織場が明るい吹き抜けの LDK へ変貌し、暮

らしやすさと京町家の良さを残した調和のとれた京町家を目指した。 

伏見直違橋通に面する厨子二階の大型町家。江戸後期から明治初期の築造と見られ、歴史的風致形成建造物の指定を受けている。維持

保全のための助成制度も利用した。経年劣化で痩せ、塗装が落ちた格子や風雨で老朽化した駒寄を新調し、既存木部にはベンガラを塗装、

框(かまち)の加工や礎石跡を元にバッタリ床几を復元した。 
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上京区 W 邸 土蔵 2026 年竣工 

外観の改修 

（前） （後） 

 

 

 

 

 

外観 台輪部分に入ったひび 外観 台輪改修後 内部 母屋(もや)に入ったひび 内部 改修後 

    

 

御所の西方に位置する町家の土蔵。土蔵は主屋上手（ミセ奥）に通りに面して建ち、間口の広い主屋とともに京都らしい景観を形成してい

る。土蔵は明治 20 年代に建てられたという。土蔵は昭和期に瓦下にはモルタルを打ち、ケラバもモルタルを巻いていた。蟻害が甚だしく、今回、

小屋組は新材で組み直し、台輪漆喰を塗り直した。瓦は当初のものを極力使い、刻み袖瓦で京都らしい姿に復元した。 
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イ  地域の方が参加するイベントの開催 

祇園祭後祭り期間中のオープン町家、おもちつき、薪割り体験、ベンガラ塗体験会など、子供から

大人まで楽しめるイベントを定期的に開催しています。イベントを通して、地域の文化や京町家で

の過ごし方など、京町家の建築文化を体験ができるプログラムを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

祇園祭後祭り期間中のオープン町家の様子 薪割りイベントの様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年 12 月のおもちつきの様子。オモテの土間でもちをついて、ナカノマでもちを丸め、座敷で食べる。 

  

       幼稚園にてベンガラ塗イベントを開催した時の様子 改修中の物件でベンガラ塗ワークショップを開催した時の様子 

  

町家イベント 

 

図表 3-0-6-3 
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ウ  古道具市 

改修する町家から供出された建具や古道具などをお譲りすることで、まだ使えるものの救出や利

活用を図り、さらなる町家再生への契機へつなぐ取組を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  産学公連携「京町家再生プロジェクト」 

施主の声かけにより、京町家作事組・京都美術工芸大学建築学部・京都移住計画・京都市景観まち

づくりセンターとの地域連携事業がスタートしました。学生に、伝統構法で京町家を改修すること

について、ソフト面・ハード面から 1 年間かけて学習するプログラムとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

古道具市 

   古道具市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京町家再生プロジェクト 

  京町家再生プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-0-6-4 

図表 3-0-6-5 
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 第4章 検証③ 景観政策による市民意識への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証①

景観政策の
実施状況

検証②

景観政策による
建築活動等への

影響

検証③

景観政策による
市民意識への

影響

⚫ 景観政策により，町並みや建造物の様子や変化に
ついて把握します。

⚫ 景観政策の各施策について，申請件数の推移などを
含めて，その実施状況を把握し，分析します。

⚫ 景観に関係する京都市の取組なども紹介します。

⚫ 景観政策の実施によって，土地の価格や住宅の着工
の動向などにどのような影響・効果を与えているのかを
把握し，分析します。

⚫ 景観に関係する事業者の取組なども紹介します。

⚫ 景観政策の実施によって，景観に対する市民の意識が
どのように変化しているのかを把握し，分析します。

⚫ 市民が良好な景観づくりに向けてどのように取り組ん
でいるのかを紹介します。

検証①

景観政策の
実施状況

検証②

景観政策による
建築活動等への

影響

⚫ 景観政策の実施によって，土地の価格や住宅の着工
の動向などにどのような影響・効果を与えているのかを
把握し，分析します。

⚫ 景観に関係する事業者の取組なども紹介します。

検証③

景観政策による
市民意識への

影響

⚫ 景観政策の実施によって，景観に対する市民の意識が
どのように変化しているのかを把握し，分析します。

⚫ 市民が良好な景観づくりに向けてどのように取り組ん
でいるのかを紹介します。
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1．景観に対する市民の意識 

京都市が、政策評価のために行ってきた「京都市市民生活実感調査」の中から、景観分野に関係す

ると思われる設問への回答について、経年的な変化をみるものとします。 

この調査は、京都市の政策の評価に活用することを目的に、京都市が取組を進めている様々な分

野において、市民の皆様がどのような実感をお持ちなのか、また何を重要と感じておられるのかに

ついて調査するものです。 

令和３年度に調査項目が見直されたため、そこからの経年変化を見ていきます。 

調査の概要は以下のとおりです。（令和４年度から調査対象及び調査方法が変更されています。） 

 

 

 

 

京都市市民生活実感調査の概要 

 

年度 ～令和元年度 令和３年度 令和４年度～ 

調査対象 

・無作為抽出した 20

歳 以 上 の 京 都 市 民

3,000 人 

令和元年度は 4,000

人 

20 歳以上の京都市

民 3,000 人（住民

基本台帳（外国人デ

ータ含む）から無作為

抽出） 

20 歳以上の京都市民

(民間企業の登録モニタ

ー)900～1,000 人程

度 

（「京都市住民基本

台帳人口」における人

口構成比（性別・年

齢・行政区）に基づ

いて、調査を実施） 

調査頻度  毎年度（令和２年度は実施されていない） 

調査方法 
郵送による調査 郵送による調査 インターネットモニター

調査 

調査内容 
施策ごとの生活実感な

ど 

政策ごとの生活実感

など 

政策ごとの生活実感

など 

 

図表 4-0-1-1 
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（１）市民生活実感調査 

 

「豊かな自然的景観、

歴史的景観が守られて

いる。」の質問について

は、「そう思う」及び「ど

ちらかというとそう思

う」の割合が減少傾向

で、約４割となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

「市街地が周囲の山

並みと調和した品格あ

る景観となっている。」

の質問については、「そ

う思う」及び「どちらか

というとそう思う」の

割合が減少傾向で、約

４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊かな自然的景観、歴史的景観に関する市民の実感 

 

 

※令和４年度から、調査対象及び調査方法が変更されています。 

図表 4-0-1-2 

品格のある景観に関する市民の実感 

 

 

※令和４年度から、調査対象及び調査方法が変更されています。 

 

図表 4-0-1-3 

質問：豊かな自然的景観、歴史的景観が守られている。 

質問：市街地が周囲の山並みと調和した品格ある景観となっている。 
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「京町家など京都独

特の風情ある町並み景

観が守られている。」の

質問については、「そう

思う」及び「どちらかと

いうとそう思う」の割

合が概ね横ばいで、約

５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いきいきとしたく

らしやまちの活気が生

み出されるような新た

な景観が生み出されて

いる。」の質問について

は、「そう思う」及び「ど

ちらかというとそう思

う」の割合が減少傾向

で、約２割となってい

ます。 

 

 

 

 

  

新たな景観に関する市民の実感 

 

 

 

 

※令和４年度から、調査対象及び調査方法が変更されています。 

図表 4-0-1-5 

風情ある町並み景観に関する市民の実感 
 

 

 

※令和４年度から、調査対象及び調査方法が変更されています。 

 

図表 4-0-1-4 

質問：京町家など京都独特の風情ある町並み景観が守られている。 

質問：いきいきとしたくらしやまちの活気が生み出されるような新たな景観が生

み出されている。 
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（２）令和元年度までの京都市生活実感調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町並み景観に関する市民の実感 

 

 

図表 4-0-1-6 

京町家の継承に関する市民の実感 

 

 

図表 4-0-1-7 
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誇りや愛着を持てる町並みや風景の存在に関する市民の実感 

 

 

図表 4-0-1-9 

京都の自然風景に関する市民の実感 
 

 

 

図表 4-0-1-8 
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2．景観市民会議 

京都市では、平成１９年度から実施している新景観政策が市民生活や建築活動、経済活動等に与

える影響や効果等を検証し、継続的に政策を進化させていくこととしています。 

そこで、歴史都市・京都にふさわしい景観の保全、再生及び創造を目指し、継続的に景観政策を検

証し、進化させていくため、景観政策の検証結果などに対する市民の皆様からの評価、課題抽出やそ

の改善に向けてのアイデア出しを行う「京都市景観市民会議」を平成２３年度から開催しています。 

  

 

  

これまでの景観市民会議 

 

開催年度 テーマ 

平成 23 年度 （景観政策検証システムについて） 

平成 25 年度 未来の「京都」を創るために 

～今，取り組む「地域景観づくり」～ 

平成 26 年度 これからの京町家の保全・再生・活用 

平成 27 年度 営みが織りなす京都の景観 

～住んでよし，働いてよし，訪れてよしの景観づくり～ 

平成 28 年度 歴史と文化を未来につなぐ京都の景観づくり 

～残せるか？お寺・神社のある風景～ 

平成 29 年度 新景観政策１０年 

京都から考える これからの歴史・文化・創造都市 

平成 30 年度 新景観政策の更なる進化 

令和元年度 京都らしい魅力ある夜間景観づくり 

令和２年度 地域ビジョンにもとづく景観まちづくり 

  令和３年度～令和６年度は休止 

令和７年度 魅力的な京都の景観を考えるワークショップ 

「ワタシが選ぶ京都景観賞！」 

 

図表 4-0-2-1 
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3．良好な景観づくりに向けた市民の取組 

市民の方々が良好な景観づくりに向けて主体的に取り組む先進的な事例などを紹介します。 

（１）行政と市民との協働による取組 

ア  三山保全の取組 

(ｱ) 京都市三山森林景観保全・再生ガイドラインの充実 

平成２３年５月、三山（市街地を取り囲む東山・北山・西山の総称）の森林景観を守り続けるた

め、「京都市三山森林景観保全・再生ガイドライン」を策定

しました。 

ガイドラインは、森林の持つ様々な公益的価値を踏まえ、

森林景観の保全・再生のための基本的な考え方を示したう

えで、目指すべき森林景観像を導き出し、市民やＮＰＯ法

人、事業者等とともに森林景観づくりを進めていくための

技術的指針として、三山の森林整備に活用されてきました。 

ガイドラインの方針に沿って、以下の（イ）、（ウ）で紹介

するような協働の森づくり活動に取り組んでいます。 

また、近年の激しい気象状況の変化等により、市街地境界部の森林で倒木等の被害が急増するな

どしていることから、その具体的な方策となる「災害に強い森づくりの考え方」を策定し、ガイドラ

インを補完・充実させました。 

 

(ｲ) 大北山におけるマツ林保全再生活動 

北区の大北山において、人々の暮らしと結びついた森林

景観を保全・再生するため、かつての京都三山に見られた

マツ林の再生に取り組んでいます。 

地域のボランティア団体等と管理協定を締結し、専門家

のアドバイスも得ながら、森林の下草刈りや伐採、施設修

繕等の維持管理、マツ苗の植樹など、市民との協働による

森づくり活動を行っています。 

 

 

(ｳ) 小倉山の歴史的森林景観の再生 

右京区の嵯峨・小倉山において、地域組織や地元寺院等

の方々で構成された「景勝・小倉山を守る会」と「三菱ＵＦ

Ｊ銀行」、「公益財団法人三菱ＵＦＪ環境財団」及び京都市

の４者が、小倉山にふさわしい歴史的森林景観の再生を図るための『小倉山再生プロジェクト支援

協定』を締結し、平成２５年度から１０箇年で四季の豊かな彩りを実感できる森林再生を目的とし

た植樹活動や維持管理等を行ってきました。 

小倉山再生プロジェクトは令和４年度で終了しましたが、引き続き、地域団体等と協力しながら、

定期的な下草刈りや伐採、清掃等の森づくり活動を行っています。  

三山森林景観保全・再生

ガイドライン 

 

 

図表 4-0-3-1 

大北山での森づくり活動 

 

 

 

図表 4-0-3-2 
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イ  「稲穂たなびく田園景観の保全」に向けた取組 

右京区の北嵯峨地域では、田園の風景を保存対象とした歴史的風土特別保存地区の指定を行って

います。その田園景観を保全するため、地元耕作者団体の「嵯峨地域農場づくり協議会」やＮＰＯ法

人、大学、行政等が連携し、環境にやさしい農法で育てたお米「古今嵯峨米」を地域ブランド化する

など、稲穂がたなびく美しい田園景観を後世に引き継いでいくための取組を行っています。 

 

ウ  違反広告物除却の取組 

路上の電柱等に取り付けられたはり紙や立て看

板等の違反広告物は、京都の美しい広告景観を損ね

ます。そこで京都市では、市民の皆様と協力し、こ

れらの違反広告物をなくそうと「京都市はり紙等違

反広告物除却活動員」の制度を設けています。 

同制度の下、市長が持つ違反広告物の除却に関す

る法的権限を委嘱した市民ボランティアを「京（み

やこ）・輝き隊」として認定し、違反広告物の除却活

動に御協力いただいています。 

 

エ  全国伝統的建造物群保存地区協議会の取組 

重要伝統的建造物群保存地区を持つ全国１０６市町村で構成されている全国伝統的建造物群保存

地区協議会は、歴史的町並みの保存や普及啓発、国への要望を行うネットワーク組織として昭和５

４年に発足しました。５０年目を迎える伝統的建造物保存地区の制度を振り返りつつ、次の５０年

を見据え、協議会の団結を図るうえで、世界的歴史都市であり、文化庁が移転された京都で開催する

ことが重要であるとして、第４７回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会が京都で初め

て開催されました。 

 

 

 

  

第４７回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝建協 HP より 

https://www.denken.gr.jp/news/2025/files/04/01.pdf 

図表 4-0-3-4 

「京（みやこ）・輝き隊」の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-0-3-3 
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（２）景観に関する地域団体や市民等の取組 

ア  修徳まち歩きマップ 

修徳学区に暮らす人にも、旅行で京都を訪れる人にも、修徳の

街の魅力を知ってもらいたいと思い、令和７年１０月に修徳ま

ち歩きマップを作成しました。マップにはエリア内のお店や施

設だけでなく、「修徳まちなみ文化財」が載っています。 

 

※修徳まちなみ文化財…修徳学区の住民が自ら、伝統的な町家や寺社、修

徳のまちなみに相応しいビルや路地などを選定したもの。周辺の修徳の景

観に相応しい建物を誘導している。 

イ  先斗町軒下花展 

年に１回、先斗町通の三条～四条間の軒先に、約２００個のミ

ニ生け花を並べるイベントです。お花はすべて、展示前のワーク

ショップに参加してくださった方が、先斗町にはどんなお花の

組み合わせが合うのか考えていただき、生けたものです。お花を

通して改めて先斗町の町並みを楽しんでいただけます。 

 

 

ウ  姉小路行灯会、京まちなか歩く日 

毎年夏の風物詩として、「家内安全」「町

内安全」を祈って、姉小路通の足元にロー

ソク行灯を設置しています。 

また、毎年秋には、姉小路通の道路空間

を活用して、地域の方や歩行者が歩いて楽

しめるイベントを実施しています。（展示

やボッチャ大会など） 

 

エ  三条通で遊んでみよし、近代建築 WEEK 

電線地中化・無電柱化に向けた取組を進

める中で、道路空間と沿道のオープンスペ

ースを、市民がパブリックに使いこなす社

会実験を行っています。 

また、三条通を特徴づける重要な要素の

一つである近代洋風建築について、広く市

民に知ってもらい、地域資源としての価値

共有を進める取組みを行っています。 

 

修徳まち歩きマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先斗町軒下花展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姉小路行灯会、ボッチャ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

三条通で遊んでみよし、近代建築 WEEK 
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オ  祇園白川宵桜ライトアップ  

京都の春を彩る行事で、令和７年度で３３回目を迎えます。祇園

の情緒と桜が調和し、茶屋形式の町家や石畳、辰巳大明神の朱色の

玉垣が織りなす景観に、白川のせせらぎの水面に映る夜桜が幻想的

に咲き誇り、新橋通りには灯籠が灯され、重要伝統的建造物群保存

地区に指定された祇園新橋の歴史的景観とともに、古き良き京都の

気配と桜の美が響き合う、特別なお花見を楽しめます。 

 

 

カ  高松橋ひろば 

地域の方々で行ったワークショップをきっ

かけに、計画づくりから整備作業までを行い、

完成したひろばです。地域主体で「高松橋ひ

ろばづくりの会」を立上げ、完成後の維持・

活用を行っています。子育て世代の女性を中

心にイベントを企画し、多世代が集うコミュ

ニティ発現の場となっています。 

キ  吉田コミュニティカフェいきな 

有志で取組を始めた市民の方が学生や専門家と連携しながら、築

100 年になる元鐘紡社宅の重層長屋群の一角を改修し、地域に開か

れたまちづくりの拠点・コミュニティスペースとして活用していま

す。カフェ、まちライブラリーとして開くとともに、高齢者の転倒

予防教室やジャズライブ、地域の歴史研究の場など、交流の場とな

っています。 

 

 

 

ク  山田家活用フォーラムと醍醐茶コモン 

有志で取組を始めた市民の方が、空き

家となっていた醍醐寺の坊官を務めた

由緒ある古民家である山田家の保全活

用をしながら、地域の方々と繋がりを作

る活動を行っています。かつてお茶の産

地でもあった醍醐で、茶文化を現代の形

で楽しもうとするグループ「醍醐茶コモ

ン」が発足され、山田家の庭園を活かし、

開発した竹のモバイル茶室での茶会を開くなど、人と人のつながる場が形成されています。 

  

祇園白川宵桜 

ライトアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松橋ひろばづくりの会 

 

 

 

 

 

 

 

吉田コミュニティカフェ 

いきな 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田家、醍醐茶コモン 
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